
 救急医療情報キットの作成方針（案） 

（１）救急医療情報キットの概要 

【救急医療情報キットの目的】 

高齢者や障がい者などの安全・安心を確保することを目的に「かかりつけ医」「緊急連絡先」「持病」など

の情報を専用の容器に入れ自宅に保管しておくことで、万一の救急時に備えるもの。 

また、救急時には、救急隊がスムーズにキットから情報を確認し、迅速かつ適切な処置を行い医療機関

へ情報提供をするもの。 

 

【救急医療情報記録用紙の項目】 

項目名 本人情報 医療情報 緊急連絡先 その他 

 

項目内容 

・本人氏名 

・生年月日 

・性別 

・血液型 

・住所 

・あんしんキーホルダ

ー番号 

・かかりつけ医院 

・科目・担当医名 

・病院の電話番号 

・かかっている病気 

・アレルギー情報 

・氏名 

・続柄 

・住所 

・電話 

・居宅介護支援事業所

名 

・お薬手帳の有無 

・お薬手帳の保管場

所、 

・担当者（ケアマネジャ

ー） 

・電話 

【キットの形態】 

配布用キット（プラスチック製筒型キット）及び自作キット 

 

（２）自作キットの周知 

現在まで、救急医療情報キットはプラスチック製筒型キットとして、作成し、対象者に配布をしてきた。 

今後は、より多くの方に救急医療情報キットを活用していただくため、自作キットの作成について周知を

行い、さらなる救急医療情報キットの普及を行う。 

配布用キット（プラスチック製筒型キット）と自作キットの違いについては、以下の表のとおり。 

 配布用キット（プラスチック製筒型キット） 自作キット 

概要 「救急医療情報記録用紙」と「ステッカーシート（玄

関・冷蔵庫への貼付用シール）」をプラスチック製

筒型キットに格納したものを配布 

① 「救急医療情報記録用紙」と「玄関・冷蔵庫への

貼付用ロゴシート」を配布 

② ①とともに容器を自身で作成するための説明

資料を配布 

③ 自身で作成した容器に①を格納し運用 

対象者 65 歳以上の独居高齢者 

※75 歳以上の独居高齢者に優先して配布 

町田市在住で救急医療情報キットの作成を希望す

る方 

配布方法 

配布場所 

高齢者支援センターでキットを配布 【キット作成のための用紙等】 

・コンビニや町田市ホームページからダウンロード 

・高齢者支援センター、高齢者支援課の窓口で配布 

・訪問診療を行っている医療機関等 

・ケアマネジャー 

・各連絡会               等 

更新方法 本人による「救急医療情報記録用紙」の書き換え 本人による「救急医療情報記録用紙」の書き換え 

【資料 10-2】 



 

検討項目 現行 見直し後 

救急医療情報

キットの目的 

高齢者や障がい者などの安全・安心を確保するこ

とを目的に「かかりつけ医」「緊急連絡先」「持病」

などの情報を専用の容器に入れ自宅に保管して

おくことで、万一の救急時に備えるもの。また、救

急時には、救急隊がスムーズにキットから情報を

確認し、迅速かつ適切な処置を行い医療機関へ

情報提供をするもの。 

高齢者や障がい者などの安全・安心を確保するこ

とを目的に「かかりつけ医」「緊急連絡先」「持病」

などの情報を専用の容器に入れ自宅に保管して

おくことで、万一の救急時に備えるもの。また、救

急時には、救急隊がスムーズにキットから情報を

確認し、迅速かつ適切な処置を行い医療機関へ

情報提供をするもの。 

救急医療情報

記録用紙の項

目 

・本人情報 

本人氏名、生年月日、性別、血液型、住所、あんし

んキーホルダー番号 

・医療情報 

かかりつけ医院、科目・担当医名、病院の電話番

号、かかっている病気 

・緊急連絡先 

氏名、続柄、住所、電話 

・その他 

居宅介護支援事業所名、担当者（ケアマネジャ

ー）、電話 

・本人情報 

本人氏名、生年月日、性別、血液型、住所、あんし

んキーホルダー番号 

・医療情報 

かかりつけ医院、科目・担当医名、病院の電話番

号、かかっている病気、アレルギー情報 

・緊急連絡先 

氏名、続柄、住所、電話 

・その他 

居宅介護支援事業所名、お薬手帳の有無、お薬手

帳の保管場所、担当者（ケアマネジャー）、電話 

配布対象者 ・75 歳以上の単身者（日中独居の方含む） 

・医師が必要と判断した方 

【配布用キット（プラスチック製筒型キット）】 

６５歳以上の単身者（日中独居の方含む） 

※７５歳以上の方から優先的に配布 

【自作キット】 

町田市在住で救急医療情報キットの作成を希望

する方 

キットの形態 配布用キット（プラスチック製筒型キット） 配布用キット（プラスチック製筒型キット）、自作キット 

更新方法 

（更新の周知） 

 

－ 

・市のホームページや広報紙等での周知 

・各連絡会からの周知 

配布方法 

配布場所 

・高齢者支援センター 

・訪問診療を行っている医療機関等 

・民生委員（導入当初） 

配布用キット

（プラスチック

製筒型キット） 

・高齢者支援センター 

 

自作キット ・コンビニや町田市ホームページからダ

ウンロード 

・高齢者支援センター、高齢者支援課の

窓口で配布 

・訪問診療を行っている医療機関等 

・ケアマネジャー 

・各連絡会 

周知方法 ・通知 

・ホームページ 

・各連絡会 

・市のホームページや広報紙で周知 

・各連絡会からの周知 

・お知らせの送付 

・薬局や医療機関でのポスター掲示 

 

【参考：新旧対象表】 
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